
第２期大台町国土強靱化地域計画（概要版）

総務課 防災安全係



はじめに

●日本では数多くの自然災害が発生しています。また近い将来大規模地震が発生する可能性も高く、被害を最小限に抑
えるために早急な対策が求められています。「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会
の構築を目指し「国土強靱化」という取り組みが進められています。

●国土強靱化とは、地震や津波、台風などの自然災害に強い国づくり・地域づくりを行い、大災害が発生しても人命保
護・被害の最小化・経済社会の維持・迅速な復旧復興ができるよう目指す取組のことです。国土強靱化の対象範囲は
幅広く、行政だけでなく企業・地域・個人での取組や、ハード面だけでなくソフト面の取組も含まれます。

〇国土強靱化とは

国土強靱化の取組

ソフト
個人・地域コミュニティ 食料や

防災用品の備蓄
ハザードマップの確認
防災訓練への参加

民間企業・団体

家屋の耐震化
家具の固定

国土強靱化が目指すこと

事業継続計画(BCP)の
策定

防災情報の発信や
防災教育の実施 経済社会の維持 人命の保護 迅速な復旧復興

オフィス・
工場の耐震化

財産及び公共施設の被害最小化

避難路・
避難施設の整備 インフラ老朽化対策

堤防等の整備・強化 道路ネットワークの機能強化

国・地方自治体
ハード

大災害が発生しても...

出典：内閣官房「国土強靱化についてのご紹介」

p.1



第１章 計画の策定趣旨及び位置づけ

大規模自然災害が発生した場合にも、町民の生命・財産を守るとともに、
迅速な復旧・復興を果たし、町民生活や地域の産業・経済活動を維持すること

●本計画は、本町が直面する様々な大規模自
然災害等のリスクの影響の大きさや緊急度
等を踏まえ、施策について重点化・優先順
位づけを行い、国の基本計画と県の地域計
画との調和及び連携・役割分担を図ります。

国土強靱化基本計画

三重県国土強靱化地域計画 大台町国土強靱化地域計画

調和 調和

調和

連携・役割分担

３．計画の位置づけ

２．大台町を強靱化する意義

１．計画の策定趣旨・策定背景
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平成25年12月

▶

平成26年6月

▶

平成27年7月

▶

令和2年10月

▶

令和3年3月

▶

令和5年7月

▶

令和7年10月

▶

令和８年３月

強くしなやかな
国民生活の実現
を図るための防
災・減災等に資
する国土強靱化

基本法

公布・施行

国土強靱化
基本計画
策定

三重県
国土強靱化
地域計画
策定

三重県
国土強靱化
地域計画
改訂

大台町
国土強靱化
地域計画
策定

国土強靱化
基本計画
改訂

※基本的な方針に
デジタル等新技術
の活用や地域にお
ける防災力の一層
の強化が追加

三重県
国土強靱化
地域計画
改訂

第２期
大台町

国土強靱化
地域計画
策定

●本町が現在進めている防災・減災対策の取組を念頭においた上で、国・県の計画との調和を図りながら、本町の国
土強靱化に関する施策を総合的・計画的に推進するために計画を策定します。



第２章 大台町の地域特性等

１．大台町の地域特性

２．大台町に影響を及ぼす大規模自然災害

直近では、平成23年９月４日台風12号による豪雨災
害で家屋全壊１戸、半壊５戸、床上・床下浸水９戸、
道路・河川等土木被害25箇所（町道新大杉谷線持山橋
崩落含む）、林道被害24箇所などで大きな被害を受け
ました。

（１）過去の主な災害

（２）南海トラフ地震の被害予測

資料：震度予測分布図（2013年度(平成25年度)）地震被害想定調査（三重県）

（３）土砂災害

（４）洪水浸水想定

本町は、三重県中南勢地域の南西部に位置し、日本
有数の多雨地域である温暖な地域です。町内を横断す
る一級河川「宮川」沿いに集落が点在する豊かな自然
環境を有し、三重県都市計画区域マスタープラン上で
は「自然交流地区」に指定されています。

（一部地区抜粋）

※一部地区抜粋
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第３章 大台町国土強靱化の基本的な考え方

➢ 本町の強靱化を損なう原因として何が存在しているのかをあらゆる側面から検証し、取組を推進

➢ 短期的な視点によらず、時間管理概念を持ちつつ、長期的な視野を持って計画的に取組を推進

➢ ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進

➢ 非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効活用される対策となるように

工夫

➢ 地域における強靱化を推進する担い手が適切に活動できる環境の整備

➢ 高齢者、子ども、障がいのある人、外国人、妊産婦等、多様な配慮を要する方々への配慮・支援

１．大台町国土強靱化の基本目標

２．大台町国土強靱化を進める上での留意事項

Ⅰ 人命の保護が最大限図られること

Ⅱ 地域及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること

Ⅲ 町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

Ⅳ 迅速な復旧復興

本町の強靱化の基本目標の達成に向け、引き続き国の基本計画（平成30年策定）に掲げられていた基本的な方針を

踏まえ、以下の事項に留意しながら取り組むこととします。
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１ あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ

２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、

被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ

３ 必要不可欠な行政機能を確保する

４ 経済活動を機能不全に陥らせない

５ 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等
の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる

６ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

第４章 大台町の脆弱性評価と強靱化の推進方針

県の地域計画をもとに、本町の地域特性を踏まえ、６つの「事前に備えるべき目標」と29の「起きてはならない最悪
の事態」（リスクシナリオ）を設定しました。（リスクシナリオは別表を参照）

（１）事前に備えるべき目標と起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

県の地域計画の施策分野をもとに、以下のとおり11の「個別施策分野」及び6の「横断的分野」を設定しました。

（２）施策分野（個別施策分野と横断的分野の設定）

個別施策分野【11項目】 横断的分野【6項目】

①行政機能 ④エネルギー ⑦交通・物流 ⑩環境 ①リスクコミュニケーション ④老朽化対策

②住宅・都市 ⑤情報通信 ⑧農林水産 ⑪土地利用 ②人材育成 ⑤研究開発

③保健医療・福祉 ⑥産業構造 ⑨地域保全 ③官民連携 ⑥デジタル活用

事前に備えるべき目標
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第５章 計画推進の方策
●本計画を適切に進捗・管理するために、各施策の重要業績指標（KPI）等に基づいて進捗を確認しつつ目標の達成状
況の把握・検証を行い、ＰＤＣＡサイクルを通じて計画を推進します。

●本計画については、施策の進捗状況や社会経済情勢の変化等を考慮し、概ね５年毎に本計画全体を見直すこととしま
す。国や県の強靱化施策等の動向を踏まえるとともに、新たに実施すべき事業が出てきた場合などにおいても、本計
画を見直すこととします。

（３）脆弱性評価結果

ア ハード対策とソフト対策
の適切な組み合わせと重点化

地震や台風等の到来が初期の災害につながること
を抑制するハード整備と、ハード整備の想定を超え
たときの、避難から復興に至るまでのソフト対策を
適切に組み合わせ、初期の災害が最悪の事態に展開
してしまうことを、阻止する必要があります。

イ 国、県及び民間事業者等との連携

地域強靱化を推進していくためには、町の取組だ
けでは十分ではなく、国、県、周辺市町及び民間事
業者等と適切な役割分担の下、連携・協力しながら
取組むことが重要です。

ウ 地域特性に応じた地震対策の推進

本町は「地震被害想定調査（2013年(平成25年)）」
の「理論上最大クラス」の地震について、町の大部分
で震度６弱～６強（一部震度７）が想定されており、
地震への地域強靱化が求められています。

エ 地域特性に応じた風水害対策の推進

本町の中心部を流れる宮川においては、蛇行や狭小
区間が多く、周辺は土砂災害の危険性の高いところも
多いことから、これまでも平成16年、平成23年の台風
などで甚大な被害を受けました。そのため、豪雨によ
る浸水被害、土砂崩れなどへの対応による地域の強靱
化が求められています。

第４章 大台町の脆弱性評価と強靱化の推進方針 p.6



別表 リスクシナリオ・推進方針①

(注) 重要業績指標（KPI）：推進方針ごとの進捗状況を検証するために設定する指標（Key Performance Indicator の略）

p.7



別表 リスクシナリオ・推進方針②

(注) 重要業績指標（KPI）：推進方針ごとの進捗状況を検証するために設定する指標（Key Performance Indicator の略）
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